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平成２２年度財政健全化比率及び資金不足比率を公表します。 

 

○○○○財政健全化比率総括表財政健全化比率総括表財政健全化比率総括表財政健全化比率総括表      （単位：％） 

  実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

平成２２年度 ― ― 12.5 86.2 

平成２１年度 ― ― 13.4 118.2 

増減 ― ― △ 0.9 △ 32.0 

早期健全化基準 12.89 17.89 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 40.00 35.0   

備考：実質赤字額又は連結実質赤字額がないため，「―」を記載しました。  

  

○○○○資金不足比率総括表資金不足比率総括表資金不足比率総括表資金不足比率総括表     （単位：％） 

会計名 資金不足比率 

農業集落排水事業特別会計 ― 

公共下水道事業特別会計 ― 

水道事業会計 ― 

備考：各会計とも資金不足額がないため，「―」を記載しました。  

    

    

《《《《実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率のののの主主主主なななな改善要因改善要因改善要因改善要因》》》》    

鉾田市においては、合併特例債や臨時財政対策債など、基準財政需要額算入率の高い有利な起債に特化

したため、過去の算入率が低い起債の償還が減少し、総体的に公債費に対する基準財政需要額算入額が理論

上増加したことと普通交付税及びその振替財源である臨時財政対策債の大幅増に伴い、分母となる標準財政

規模が約 10 億円大きくなったことに起因しています。 

    

    

《《《《将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率のののの主主主主なななな改善要因改善要因改善要因改善要因》》》》    

職員定数削減に伴う退職手当負担見込額の減、将来負担額への充当可能財源の中で、充当可能基金の増、

合併特例債等の有利な起債を活用したことにより、市債残高に対する基準財政需要額算入見込額の増となっ

たことが直接的な要因であり、間接的な要因としては、分母となる標準財政規模が約 10 億円大きくなったことが

挙げられます。 
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１実質赤字比率 

地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公

共団体の財政規模に対する割合で表したものです。 

 

（１）算定の概要

一般会計の実質赤字額

標準財政規模

○　実質赤字額：歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額等

○　標準財政規模：当該団体の通常歳入される標準的な一般財源の規模
（主なものは一般財源となる市税、地方譲与税、利子割交付均等の交付金）

（２）鉾田市の算定値

「―」 「―」　(一般会計の実質赤字額)

（実質赤字比率） 135億9807万8千円（標準財政規模）

○　一般会計の実質赤字額はありません。この場合、実質赤字比率は「―」
　と表記します。

実質赤字比率 ＝

＝

 

 

歳入総額
204億1969万円

歳出総額
190億5081万円
　　　　+
繰越財源
6億1193万円
＝196億6274万円

市税市税市税市税
46464646億億億億6666千万円千万円千万円千万円

譲与税及び各種交付金
9億3千万円

地方交付税
72億5千万円

分担金及び負担金
1億8千万円

使用料及び手数料
1億4千万円

国国国国・・・・ 県支出金県支出金県支出金県支出金
37373737億億億億4444千万円千万円千万円千万円

繰入金
7百万円

市債市債市債市債
21212121億円億円億円億円

そのそのそのその他他他他
13131313億円億円億円億円

人件費人件費人件費人件費
32323232億円億円億円億円

物件費物件費物件費物件費
21212121 億億億億4444千円千円千円千円

扶助費
31億9千万円

公債費公債費公債費公債費
21212121億億億億6666 千万円千万円千万円千万円

積立金積立金積立金積立金
21212121億億億億4444 千万円千万円千万円千万円

繰出金
18億5千万円

普通建設事業費
19億3千万円

その他
2百万円

0 50億円 100億円 150億円 200億円実質収支
7億5695万円

繰越財源
6億1千万円

←黒字

補助費等
21億4千万円

一般会計の歳入・歳出の状況
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２連結実質赤字比率 

公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、

財政規模に対する割合で表したものです。 

 

（１）算定の概要

連結実質赤字額

標準財政規模

○　連結赤字額①+②の合計額

①

②

（２）鉾田市の算定値

「―」 「―」　（連結実質赤字額）

（連結実質赤字比率） 135億9807万8千円（標準財政規模）

○

連結実質赤字比率

　一般会計及び5特別会計（国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、
介護保険特別会計保険事業勘定、介護保険特別会計介護保険サービス事
業勘定、後期高齢者医療特別会計）の実質赤字額の合計
　公営企業である水道事業会計、農業農集排水事業特別会計、公共下水
道事業特別会計の資金不足額

＝

＝

　全ての会計において実質赤字額はありません。この場合、連結実質赤字比
率は「―｣と表記します。

 

 

連結黒字額28億5645万円

水道事業会計
17億1302万円（60.0％）

一般会計一般会計一般会計一般会計
7777億億億億5695569556955695万円万円万円万円（（（（26262626 .... 5555％）％）％）％）

国民健康保険特別会計
2億4944万円（8.7％）

後期高齢者医療特別会計                 404万円（0.1％）
介護保険特別会計保険事業勘定 1億1027万円（3.9％）
介護保険特別会計サービス勘定        301万円（0.1％）
農業集落排水事業特別会計            1022万円（0.4％）
公共下水道事業特別会計                 950万円（0.3％）

その他の会計
1億3704万（4.8％）

連結黒字の内訳
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３実質公債費比率 

   地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模

に対する割合で表したものです。 

 

（１）算定の概要

（①元利償還金＋②準元利償還金）　－

実質公債費比率

（3ヶ年平均）

①　元利償還金：一般会計で借り入れた地方債の元利償還金

②　準元利償還金：ア～オの合計額
ア　満期一括償還地方債の1年当たりの元利償還相当額
イ　公営企業の償還財源に充てた、一般会計の繰出金
ウ　一部事務組合が借入れた地方債の償還財源に充てた、組合への負担金
エ　公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出額
オ　一時借入金の利子

③　特定財源：元利償還金及び準元利償還金に充てた特定財源

④

⑤　標準財政規模

（2)鉾田市の算定額

（①21億5497万1千円　＋　②　5億2942万3千円） －

（③　　　2393万4千円　＋　④13億0703万1千円）

（実質公債費比率）

(平成22年単年度）

○　実質公債費比率は、平成20年度～平成22年度の３ヵ年平均で算出します。

○　上記の算定値は、平成22年度単年度の算定値で、３ヵ年平均では「12.5％」
となります。

※　実質公債費比率の算定値の詳細は、次項を参照下さい。

＝ ×１００
(③特定財源＋④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

⑤標準財政規模－④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額：普通交付税の算定上、基準
財政需要額に算入される元利償還金及び準元利償還金
　（基準財政需要額とは、自治体の人口、面積等に応じて必要と認められる標準的な事
務事業に要する歳出の額を、国の算出基準に従って算定した額です。）

＝
11.0115

×１００

⑤135億9807万8千円－④13億0703万1千円
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Ｈ20
26億8834万円

Ｈ21
27億1045万円

Ｈ22
26億6046万円

10億円 20億円 30億円

21212121億億億億1779177917791779万円万円万円万円

公債費充当一般財源

公営企業の地方債の償還に充てられる繰入金

一部事務組合等の起こした地方債の償還に充てられた負担金

21212121億億億億2910291029102910万円万円万円万円

21212121億億億億3437343734373437万円万円万円万円

4億8791万円

4億9359万円

4億6440万円

8264万円

8777万円

6169万円

0

公債費充当一般財源の内訳

 

（３）実質公債費比率の内訳

分子（①＋②）－（③＋④）

①元利償還金

②準元利償還金　ア～オの合計

ア　

イ　公営企業の償還財源に充てた、一般会計

の繰出金

ウ

エ　公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出額

オ　一時借入金の利子

③特定財源

④

分母　⑤－④

⑤標準財政規模

（①＋②）－（③＋④）

平成２２年度実質公債費比率（３ヵ年平均）

平成21年度 平成22年度

12.5

12,616,957 13,598,078

13.53140 13.21185 11.01150

12,342,759

1,202,377 1,307,031

11,165,231 11,414,580 12,291,047

1,177,528

0 0

0 824 23,934

0

61,688

0 0 0

87,773

3,333

487,909 493,586 464,402

3,333

1,353,429

2,126,586 2,154,971

570,548 584,692 529,423

1,510,812 1,508,077

　満期一括償還地方債の1年当たりの元利償還

相当額

　一部事務組合が借入れた地方債の償還財源
に充てた、組合への負担金

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要
額算入額

算定の内訳

0

82,639

⑤－④

2,117,792

平成20年度

実質公債費比率 ×１００
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４将来負担比率 

地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政

規模に対する割合で表したものです。 

 

（１）算定の概要

①　将来負担額　－　②　充当可能財源等

①　将来負担額：ア～クの合計額

ア　一般会計の地方債残高
イ　債務負担行為に基づく支出予定額
ウ　公営企業債の元金償還に充てる、一般会計の繰出金の見込額
エ　一部事務組合が借入れた地方債の元金償還に充てる、組合への負担金見込額
オ　退職手当支給予定額のうち一般会計の負担見込額
カ　設立法人の債務等ん対する一般会計の負担見込額
キ　連結実質赤字額
ク　一部事務組合の連結実質赤字j相当額のうち一般会計の負担見込額

②　充当可能財源等：ケ～サの合計額
ケ

コ

サ

（２）鉾田市の算定値

①　340億5600万5千円　－　②　234億5698万7千円

（将来負担比率） ③　135億9807万8千円　－　④　13億0703万1千円

※将来負担比率の詳細は、次項を参照してください。

×100将来負担比率
⑤標準財政規模－④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

×100
86.2

＝

＝

　充当可能基金額：将来負担額に計上された地方債の償還などに充てることができる
基金の現在高
　充当可能特定歳入見込額：将来負担額に計上された地方債の償還などに充てること
ができる特定財源の見込額
　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額：今後、普通交付税の算定上、
基準財政需要額に算入される元利償還金及び準元利償還金の見込額

 

 

将来負担額
340億5601万円

充当可能財源等
234億5699万円

地方債現在高地方債現在高地方債現在高地方債現在高
201201201201億億億億2850285028502850万円万円万円万円

公営企業繰入公営企業繰入公営企業繰入公営企業繰入
93939393億億億億6170617061706170万円万円万円万円

退職手当
43億4384万円

その他
2億2197万円

基金基金基金基金
74747474億億億億6558655865586558万円万円万円万円

公債費公債費公債費公債費のののの地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税へのへのへのへの算入見込額算入見込額算入見込額算入見込額
158158158158億億億億2391239123912391万円万円万円万円

将来的な歳入見込額
1億6750万円

将来負担額将来負担額将来負担額将来負担額
105105105105億億億億9902990299029902万円万円万円万円

100億 200億 300億0

将来負担額と充当可能財源等の内訳
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（３）将来負担比率の内訳

分子　①　－　②

①将来負担額　ア～オの合計

ア　

イ　債務負担行為に基づく支出予定額

ウ

エ

オ 　退職手当支給予定額のうち一般会計の

負担見込額

カ 　設立法人の債務等に対する一般会計の

負担見込額
全ての会計で実質
赤字はありません。

ク

② 充当可能財源等　ケ～サの合計

ケ

コ

サ

分母　③－④

③標準財政規模

④

将来負担比率

一部事務組合が借入れた地方債の元金償還に
充てる、組合への負担金の見込額

　充当可能基金：将来負担額に計上された地方
債の償還などに充てることができる基金の現在
高

キ　連結実質赤字額

　一部事務組合の連結実質赤字相当額のうち
一般会計の負担見込額

×１００
③　－　④

　充当可能特定歳入見込額：将来負担額に計
上された地方債の償還などに充てることができ
る特定財源の見込額

　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入
見込額：今後、普通交付税の算定上、基準財政
需要額に算入される元利償還金及び準元利償
還金の見込額

①　－　②

　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要
額算入額

平成22年度

10,599,018

34,056,005

20,128,498
一般会計の地方債残高

公営企業債の元金償還に充てる、一般会計の
繰出の見込額

備　　考算定の内訳

対象となる債務負担
行為はありません

9,361,698

217,042

0

4,343,840

4,927

15,823,911

86.2

12,291,047

13,598,078

1,307,031

167,500

0

0
加入している一部事
務組合に赤字はあり
ません。

23,456,987

7,465,576
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５資金不足比率 

資金不足比率は、公立病院や下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模であ

る料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。 

 公営企業は必要な費用を自身の料金収入によって賄わなければなりませんので（独立採算の原

則）、公営企業会計の赤字や借金が大きくなって一般会計に大きな影響を及ぼさないよう、個々の

収支（企業の経営状況）を事前にチェックしています。 

 

（１）算定の概要

資金不足額

事業の規模

※

○　資金不足額：歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額等

○　事業の規模：経営収益に相当する収入の額等

（２）鉾田市の算定

①上水道事業会計

「―」 「―」

（資金不足比率） 4億8477万円9千円

②農業集落排水事業特別会計

「―」 「―」

（資金不足比率） 752万8千円

③公共下水道事業特別会計

「―」 「―」

（資金不足比率） 0（供用開始されていない為)

○鉾田市においては、どの会計においても資金不足はありません。
この場合、資金不足比率は「―」と表記します。

※公共下水道事業につきましては、供用が開始されていないことから経営収益に相当

する収入の額等がありません。

本市で対象となるのは、上水道事業会計、農業集落排水特別会計、公共下水道事業特

別会計です。

＝

＝

＝

＝

資金不足比率

 

 

 

 



 9

会計名称

一般会計 一般会計
実質赤
字比率

特別会計 国民健康保険特別会計

介護保険特別会計保険事業勘定

介護保険特別会計介護サービス事業勘定

後期高齢者医療特別会計

老人保健特別会計

水道事業会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

一部事務組合 鹿行広域事務組合

後期高齢者医療広域連合

茨城県総合事務組合

茨城県租税債権管理機構

大洗・鉾田・水戸環境組合

地方独立行政法人 （該当なし）

地方三公社 鉾田市土地開発公社

第三セクター等 茨城県信用保証協会

○○○○健全化判断比率等健全化判断比率等健全化判断比率等健全化判断比率等のののの対象会計対象会計対象会計対象会計

会計分類 健全化判断比率等

公営
企業
会計

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

一般会計等
（普通会計)

公営事業会計



 
1
0
 

   

（
単
位
：
％
）

地
方
公
共
団
体

コ
ー
ド

都
道
府
県
名

市
区
町
村
名

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

0
8
2
34
1

茨
城

県
鉾

田
市

-
-

1
2
.5

8
6
.2

団
体
区
分

3
.市

（
単
位
：
％
）

標
準
財
政
規
模

（
千
円
）

う
ち
臨
時
財
政
対
策
債

発
行
可
能
額

早
期
健
全
化
基
準

12
.8
9

1
7.
8
9

2
5.
0

3
5
0
.0

1
3,
5
9
8,
0
7
8

1
,2

8
3
,3

2
0

財
政
再
生
基
準

20
.0
0

3
5.
0
0

3
5.
0

V
er
.2
2
.0
1

総
括

表
①

　
健

全
化

判
断

比
率

の
状

況
　

（平
成

22
年

度
決

算
）

 

 

 



 
1
1

V
er
.2
2
.0
1

団
体
名

（
単
位
：
千
円
）

会
　
　
計
　
　
名

実
質
収
支
額

（
分
母
比
）

会
　
　
計
　
　
名

資
金
不
足
・
剰
余
額

（
分
母
比
）

一
般

会
計

7
5
6
,9
5
4

5
.6

水
道

事
業

会
計

1
,7
1
3
,0
1
7

1
2
.6

一
法

般
適

会
用

計
企

等
業

小
　
　
　
計

7
5
6
,9
5
4

5
.6

標
準
財
政
規
模

1
3
,5
9
8
,0
7
8

1
0
0
.0

実
質

赤
字

比
率

　
（
％

）
-
5
.5

6
※

農
業

集
落

排
水

事
業

特
別

会
計

1
0
,2
2
0

0
.1

会
　
　
計
　
　
名

実
質
収
支
額

公
共

下
水

道
事

業
特

別
会

計
9
,4
9
5

0
.1

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

2
4
9
,4
3
6

1
.8

介
護

保
険

特
別

会
計

保
険

事
業

勘
定

1
1
0
,2
7
3

0
.8

後
期

高
齢

者
医

療
特

別
会

計
4
,0
4
4

0
.0

法
老

人
保

健
特

別
会

計
0

介
護

保
険

特
別

会
計

サ
ー

ビ
ス

事
業

勘
定

3
,0
1
4

0
.0

非 適 用 企 業

※
　

実
質

収
支

又
は

連
結

実
質

収
支

が
黒

字
で

あ
る

場
合

、

　
「
実

質
赤

字
比

率
（
％

）
」
又

は
「
連

結
実

質
赤

字
比

率
（
％

）
」
は

負
の

値
で

表
示

さ
れ

ま
す

。
合
　
　
　
　
　
計

2
,8
5
6
,4
5
3

2
1
.0

標
準
財
政
規
模
（
再
掲
）

1
3
,5
9
8
,0
7
8

1
0
0
.0

連
結

実
質

赤
字

比
率

　
（
％

）
-
2
1
.0

0
※

一 般 会 計 等 に 属 す る 特 別 会 計

一 般 会 計 等 以 外 の 特 別 会 計 の う ち

公 営 企 業 に 係 る 特 別 会 計 以 外 の 会 計

茨
城

県
鉾

田
市

宅 地 造 成 事 業 宅 地 造 成 事 業宅 地 造 成 事 業 以 外 宅 地 造 成 事 業 以 外

総
括

表
②

　
連

結
実

質
赤

字
比

率
等

の
状

況
　

（
平

成
2
2
年

度
決

算
）

 



 
1
2
 

団
体

名

V
e
r.
2
2
.0

1

（
単

位
：

千
円

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

元
利

償
還

金
の
額

（
繰

上
償

還
額

等
を

除
く

）
（
３
③

Ａ
表

「
元

利
償

還
金

」
欄

の
数

値
を

転
記

）

積
立

不
足

額
を

考
慮

し
て

算
定
し

た
額

（
３
①

表
「

エ
」

欄
の

数
値

を
転

記
）

満
期

一
括

償
還

地
方

債
の

１
年

当
た

り
の

元
金

償
還

金
に

相
当

す
る

も
の

（
年

度
割

相
当

額
）

（
３

①
表

「
ウ

」
欄

の
数

値
を

転
記

）

公
営

企
業
に

要
す

る
経

費
の
財

源
と

す
る

地
方

債
の

償
還

の
財

源
に

充
て

た
と

認
め

ら
れ

る
繰

入
金

（
３

②
表

「
合

計
※
」

欄
の

数
値

を
転

記
）

一
部

事
務

組
合

等
の

起
こ

し
た
地

方
債

に
充

て
た

と
認

め
ら

れ
る
補

助
金

又
は
負

担
金

公
債

費
に
準

ず
る

債
務

負
担

行
為
に

係
る

も
の

一
時

借
入

金
の

利
子

特
定

財
源
の

額
（
３

③
Ａ

表
「

特
定

財
源

計
」

欄
の

数
値
を

転
記

）

事
業

費
補

正
に

よ
り
基

準
財

政
需

要
額
に

算
入
さ

れ
た

公
債

費

事
業

費
補

正
に

よ
り

基
準

財
政

需
要

額
に

算
入
さ

れ
た

公
債

費
（
準

元
利

償
還

金
に
係

る
も

の
に

限
る
。

）

災
害

復
旧

費
等
に

係
る

基
準

財
政

需
要

額

災
害

復
旧

費
等

に
係

る
基

準
財

政
需

要
額

（
準

元
利

償
還

金
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

平
成

2
0年

度
2
,1

1
7
,7

9
2

4
8
7
,9

0
9

8
2
,6

3
9

3
3
0
,7

91
3
7
,3

9
2

6
9
1
,6

6
6

5
,3

5
5

平
成

2
1年

度
2
,1

2
6
,5

8
6

3
,3

3
3

4
9
3
,5

8
6

8
7
,7

7
3

8
2
4

2
5
6
,8

06
4
0
,4

8
4

7
8
0
,3

6
2

5
,3

5
6

平
成

2
2年

度
2
,1

5
4
,9

7
1

3
,3

3
3

4
6
4
,4

0
2

6
1
,6

8
8

2
3
,9

3
4

2
4
6
,5

18
4
4
,4

1
9

8
8
9
,3

6
4

5
,3

7
2

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

密
度

補
正
に

よ
り

基
準

財
政

需
要

額
に

算
入

さ
れ

た
元

利
償

還
金

密
度

補
正
に

よ
り

基
準

財
政

需
要

額
に

算
入

さ
れ

た
準

元
利

償
還

金
（

地
方

債
の

元
利

償
還

額
を

基
礎
と

し
て

算
入

さ
れ

た
も

の
に

限
る
。

）

標
準

税
収

入
額

等
普

通
交

付
税

額
臨

時
財

政
対

策
債

発
行

可
能

額
地

方
財

政
法

第
５

条
の

４
第
１

項
第

２
号

及
び
地

方
財

政
法

施
行

令
第
1
2

条
の

規
定
に

基
づ

き
総

務
大

臣
が

定
め

る
額

（
特

別
区

の
み

記
入

）

平
成

2
0年

度
1
1
1
,
9
5
0

3
7
4

5
,9

3
0
,0

2
4

5
,8

6
1
,8

4
8

5
5
0
,8

8
7

平
成

2
0
年

度
1
3
.5

3
1
4
0

1
3
.5

3
1
4
0

1
3
.5

3
1
4
0

1
3
.5

3
1
4
0

平
成

2
1年

度
1
1
8
,
9
9
4

3
7
5

5
,8

2
2
,1

2
2

5
,9

3
9
,8

4
0

8
5
4
,9

9
5

平
成

2
1
年

度
1
3
.2

1
1
8
5

1
3
.2

1
1
8
5

1
3
.2

1
1
8
5

1
3
.2

1
1
8
5

平
成

2
2年

度
1
2
0
,
9
8
6

3
7
2

5
,4

8
2
,0

8
5

6
,8

3
2
,6

7
3

1
,2

8
3
,3

2
0

平
成

2
2
年

度
1
1
.0

1
1
5
0

1
1
.0

1
1
5
0

1
1
.0

1
1
5
0

1
1
.0

1
1
5
0

（ （（（
参

考
参

考
参

考
参

考
） ）））

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
に

係
る

債
務

負
担

行
為

に
係

る
も

の
（

省
令

第
７

条
第

１
号

）

い
わ

ゆ
る

五
省

協
定

等
に

よ
り

、
利

便
施

設
及

び
公

共
施

設
を

買
い

取
る

た
め

に
行

っ
た

債
務

負
担

行
為

に
係

る
も

の
（

省
令

第
７

条
第

２
号

）

国
営

土
地

改
良

事
業

並
び

に
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

、
独

立
行

政
法

人
水

資
源

機
構

及
び

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構

の
行

う
事

業
に

対
す

る
負

担
金

（
省

令
第

７
条

第
３

号
）

地
方

公
務

員
等

共
済

組
合

が
建

設
し

た
職

員
住

宅
等

の
無

償
譲

渡
を

受
け

る
た

め
に

支
払

う
賃

借
料

（
省

令
第

７
条

第
４

号
）

社
会

福
祉

法
人

が
施

設
の

建
設

の
た

め
に

借
り

入
れ

た
借

入
金

の
償

還
に

対
す

る
補

助
（

省
令

第
７

条
第

５
号

）

損
失

補
償

又
は

保
証

に
係

る
債

務
の

履
行

に
要

す
る

経
費

の
支

出
（

省
令

第
７

条
第

６
号

）

地
方

公
共

団
体

以
外

の
者

の
債

務
を

引
き

受
け

た
場

合
に

お
け

る
当

該
債

務
の

履
行

に
要

す
る

経
費

の
支

出
（

省
令

第
７

条
第

７
号

）

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

（
省

令
第

７
条

第
８

号
）

利
子

補
給

に
係

る
も

の
（

政
令

第
1
1
条

第
４

号
）

平
成

2
0年

度

平
成

2
1年

度

平
成

2
2年

度

1
2
.5

1
2
.5

1
2
.5

1
2
.5

⑥
の
内

訳

鉾
田

市

実
質

公
債

費
比

率
（

単
年

度
）

実
質

公
債

費
比

率
（

３
カ

年
平

均
）

総
括

表
③

　
実

質
公

債
費

比
率

の
状

況
（
平

成
2
2
年

度
決

算
）



 
1
3
 

   

V
er
.2
2
.0
1

団
体
名

将
来

負
担

額
（
単
位
：千
円
）

地
方
道
路
公
社

土
地
開
発
公
社

第
三
セ
ク
タ
ー
等

2
0
,1
2
8
,4
9
8

0
9
,3
6
1
,6
9
8

2
1
7
,0
4
2

4
,3
4
3
,8
4
0

4
,9
2
7

0
0

4
,9
2
7

0
0

（
分
母
比
）

1
6
4

7
6

2
3
5

0
0

充
当

可
能

財
源

等
（
単
位
：千
円
）

う
ち
都
市
計
画
税

7
,4
6
5
,5
7
6

1
6
7
,5
0
0

0
1
5
,8
2
3
,9
1
1

（
分
母
比
）

6
1

1
1
2
9

2
7
7

1
9
1

86

1
1
1

1
1

10
0

茨
城

県
鉾

田
市

組
合
等
連
結
実
質

赤
字
額
負
担
見
込
額

連
結
実
質

赤
字
額

設
立
法
人
の

負
債
額
等

負
担
見
込
額

地
方
債
の
現
在
高

将
来
負
担
額
　
A

充
当
可
能
財
源
等
　
Ｂ

債
務
負
担
行
為
に

基
づ
く
支
出
予
定
額

公
営
企
業
債
等

繰
入
見
込
額

組
合
等

負
担
等
見
込
額

退
職
手
当

負
担
見
込
額

Ａ
　
－
　
Ｂ

Ｃ
　
－
　
Ｄ

充
当
可
能
基
金

充
当
可
能

特
定
歳
入

標
準
財
政
規
模
　
Ｃ

3
4
,0
5
6
,0
0
5

基
準
財
政
需
要
額

算
入
見
込
額

1
3
,5
9
8
,0
7
8

8
6
.2

将
来

負
担

比
率

　
（
％

）

1
2
,2
9
1
,0
4
7

1
0
,5
9
9
,0
1
8

1
,3
0
7
,0
3
1

2
3
,4
5
6
,9
8
7

算
入
公
債
費
等
の
額
　
Ｄ

―

総
括

表
④

　
将

来
負

担
比

率
の

状
況

 （
平

成
2
2年

度
決

算
）

―

＝
＝

 


